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１【提出理由】

 平成28年８月29日に代表取締役辞任の申し出を受理いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

 代表取締役でなくなる者

氏名（生年月日） 新役職名 旧役職名 異動年月日
所有株式数
（千株）

川端　省三
（昭和28年12月18日）

― 代表取締役(会長付) 平成28年８月29日 61
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